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国保診療所

のご案内のご案内
市川三郷町営市川三郷町営診療所診療所
まちの身近な診療所まちの身近な診療所

い ち か わ  み  さ とい ち か わ  み  さ と

問市川三郷町営国民健康保険診療所
　市川三郷町上野 2731-1

　☎ 055-272-7111

　4 月 1 日から新しい診療体制にな
り、診療所の所長である三澤明彦
先生に月曜日～土曜日まで、毎日診
療していただける体制となりました。

（右下の診療表をご覧下さい）
　重症化を防ぐには早期の受診が大
切です。病気かな？と思ったらまちの
身近な診療所をぜひ活用下さい。

診療体制が変わりました

三
み さ わ

澤 明
あ き ひ こ

彦 医師　　　　

し ん り ょ う じ ょし ん り ょ う じ ょ

　町営国民健康保険診療所は、身近に医療施設がほし　町営国民健康保険診療所は、身近に医療施設がほし
いという住民の要望に応え、平成８年に開設されました。いという住民の要望に応え、平成８年に開設されました。
　診療所は保険証を持っている方ならどなたでも受診で　診療所は保険証を持っている方ならどなたでも受診で
きます。きます。

■診療表（日曜、祝日休診）

月 火 水水 木 金 土

午
　
前

三
澤
明
彦

三
澤
明
彦

三
澤
明
彦

三
澤
明
彦

三
澤
明
彦

神
平
雅
司

三
澤
明
彦

午
　
後

-

山
田
外
記

-

三
澤
明
彦

- -

山梨の地域医療に

長く携わっています。

得意分野はプライマリケア、

消化器内科です。

※プライマリケア：身近にあって

何でも相談に乗ってくれる

総合的な医療のこと。

社会保険社会保険の方もの方も

受診受診できます！できます！

風
邪
風
邪
（
発
熱
や
せ
き
等
）
の
症
状
が
あ
る
方
は

（
発
熱
や
せ
き
等
）
の
症
状
が
あ
る
方
は

診
療
所
に
来
る
前

診
療
所
に
来
る
前
にに
必
ず
電
話

必
ず
電
話
し
て
下
さ
い
。

し
て
下
さ
い
。

ち ょ う え いち ょ う え い

■内科診療

　月～土曜日 【午前】午前９時～正午

　火・木曜日 【午後】午後２時～５時

■整形外科診療

　毎週土曜日
 診療時間 【午前】午前９時～正午

※受付はいずれも午前８時 30 分から

ー 診療時間 ー

狂犬病の死亡率は 100％

愛犬の「登録」と「予防注射」は
飼い主の義務です

狂犬病予防注射日程のお知らせ
【問い合わせ・申し込み】町生活環境課環境衛生係☎055-272-6092

　狂犬病は、哺乳類や鳥類などすべての恒温
動物に感染しますが、特に犬の仲間が感染しや
すいウイルス性の病気です。この病気の恐ろし
さは、いったん発病すると現在の医学でも治療
方法はなく、ほぼ１００％死に至ることです。
　狂犬病予防法により生後 91日以上の犬は、登

録と年１回の予防接種を受けなければなりません。

　今年度の予防接種と新規登録を右記日程表
のとおり行います。既に登録されている飼い主
の方には、案内ハガキがお届けしてありますの
で、予防接種の際、必ずハガキを持参して下さい。
　「登録しているのにハガキが届かない」「既に
犬が死亡しているのにハガキが届いた」などあ
りましたら、ご連絡をお願いします。

【注意事項】予防接種時の事故防止のため、予
防接種を受ける犬に次のような症状がある場合
は、摂取前に獣医師にご相談下さい。
▷食欲のない犬
▷妊娠末期の犬
▷病気中の犬
※町では訪問注射の実施はしておりません。
　かかりつけの獣医師に相談して下さい。

【料金内容】

▷予防注射料　　　　　３，０００円
▷注射済票交付手数料　　  ５５０円
※お釣りが要らないようにご用意下さい。

【必要な場合の加算額】

▷新規登録料　　　　　３，０００円
※動物病院で接種した場合は、注射済証とハ
　ガキを役場へ提出して下さい。

大変！愛犬が迷子に…。そんな時は。
迷い犬が役場で保護されている場合があります。

飼い犬が行方不明になった場
合は、町生活環境課環境衛生
係までご連絡下さい。

　鑑札や注射済証から飼い主
が確認できますので、必ず首
輪につけておいて下さい。

※�注射場所、時間が昨年度と変わっている地域
があります。ご確認下さい。

■狂犬病予防注射日程

期　日 場　所 時　間

4/7 木

鴨狩公民館前 9:00 ～ 9:10
細田公民館前 9:15 ～ 9:25
旧楠甫農協跡地 9:30 ～ 9:35
宮原公民館前 9:40 ～ 9:55
ニードスポーツセンター駐車場 10:05 ～ 10:10
落居５･ ６区公民館前 10:15 ～ 10:25
沖村リサイクルステーション前 10:45 ～ 10:50
宮沢公民館前 10:55 ～ 11:00
大木集荷場前 11:15 ～ 11:20
大同地区公民館前 11:35 ～ 11:50
峡南消防本部北部消防署前 13:10 ～ 13:25
宮本公民館前 13:30 ～ 13:40
高田地区公民館前 13:45 ～ 14:05
建設業協会市川支部駐車場 14:15 ～ 14:30

4/8 金

下九一色生活改善センター 9:10 ～ 9:15
川浦小御崎神社前 9:30 ～ 9:35
道林ふれあいプラザ前 9:45 ～ 10:00
ふるさと交流センター前 10:05 ～ 10:20
上ノ原消防詰所前 10:25 ～ 10:30
上地区公民館前 10:45 ～ 10:55
中央駐車場 11:00 ～ 11:10
四尾連公民館前 13:00 ～ 13:05
藤田養蚕飼育所前 13:10 ～ 13:15
堀切公民館前 13:30 ～ 13:35
近萩公民館前 13:50 ～ 13:55
山保地区公民館前 14:00 ～ 14:05
帯那公民館前 14:10 ～ 14:15

4/10 日
役場六郷庁舎前 8:30 ～ 9:00
役場三珠庁舎前 9:30 ～ 10:00
役場本庁舎前 10:15 ～ 11:00

※�令和４年３月２日以降に受けたものについては令和４年度に
受けたものとしてみなされます。

※�病気・高齢等の理由により狂犬病予防注射の実施を猶予す
ることが必要と医師が判断した場合は「狂犬病予防注射実
施猶予診断書」と町が送付した「予防注射のお知らせのハ
ガキ」を町生活環境課、三珠支所、六郷支所のいずれかへ
提出して下さい。上記日程の場所でも提出できます。 
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　みなさんご存知ですか？４月２日は国連

で定めた「世界自閉症啓発デー」で、毎年

４月２日から８日は「発達障害啓発週間」

です。

発達障害とは
　自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、
学習障害などを含む、幅広い概念を指します。
　感染症や遺伝子異常による疾患が原因とな
ることもありますが、ほとんどが原因不明で、
症状に合わせた理解や支援が必要です。

症状や特徴
■自閉スペクトラム症
　臨機応変な対人関係やコミュニケーション
が苦手。興味や活動に偏りがある。同じこと
を繰り返す。融通を利かせられない。

■注意欠如・多動症
　注意が散漫。落ち着きがなく、衝動的な行
動をとりやすい。

■学習障害
　全体的な知的発達に遅れはないが「聞く」
「話す」「読む」「書く」「計算する」のうち、一
部の取得や使用に困難を認める状態。読字障
害、書字障害、算数障害などに分類される。

症状はいつ起こる？
　比較的幼児期・学齢期に目立ってくること
があり、目が合わない、他の子どもに関心が
ないなどの対人関係で気づくこともあります。
　また会話がつながりにくい、自分の話した
いことだけ話す、などもサインかもしれません。
　最近は大人の発達障害も話題になり、幼少
期から、違和感を感じながらも生活できてい
た方が、大人になり、会社や家庭で困りごと
が出てきたことで、診断を受ける方もいます。

　本人や家族、周囲の人が特性を良く理解し、
その人に合った方法で学校、職場、日常生活
での過ごし方を工夫することができれば、本
来の力を発揮できます。発達障害の方たちへ
の関心を高め、ともに理解し、障害の有無に
関わらず互いに尊重していける町にしていきま
しょう。

≪発達障害に関する地域の相談窓口≫
町福祉支援課福祉係      ☎ 055-272-1106

町いきいき健康課子育て支援係
☎ 0556-32-2114

県峡南保健福祉事務所福祉課
☎ 0556-22-8145

「発達障害啓発週間」「発達障害啓発週間」市川三郷町
在宅福祉サービス

　６５歳以上の高齢者などを対象とした在宅
福祉サービスの一部を紹介します。申し込み・
相談は町福祉支援課で受け付けます。

高齢者みまもりサービス事業（新規）
【内　容】動きを感知する人感センサーを屋内
に設置。動きが一定時間ない場合、委託事業
者が電話で確認、親族に連絡をし、必要に応
じて業者が駆けつけ、救急要請。

【対　象】虚弱な高齢者
【利用料】1,500 円／月（令和４年度分は町が負担）
※電気料は利用者負担

配食サービス事業
【内　容】栄養バランスの取れた昼食のお弁当
配達サービス（栄養士が考えた献立）

【対　象】おおむね６５歳以上の一人暮らしの
高齢者、高齢者又は障害者だけの世帯で、調
理が困難な方

【利用料】令和４年４月から改定
※�ただし令和４年度分は据え置きとなりますので、

ご負担いただく金額が変わるのは令和５年４月
からとなります。

■�町民税非課税世帯で、課税年金収入額と合
計所得金額の合計が８０万円以下の方

１食３００円（３月まで）→３５０円

■上記以外の方
	本人が町民税非課税の方

１食４００円（３月まで）→４５０円
	本人が町民税課税の方

１食４００円（３月まで）→５５０円

軽度生活援助事業
【内　容】庭の草取り、植木せん定、網戸張り
替えなどの作業を『シルバー人材センター』へ依
頼し、費用の一部を補助

【対　象】町民税非課税の高齢者
【利用料】令和４年４月から改定
事業費の１割（３月まで）→２割（４月から）

※年度２回まで利用可能
※１回の限度額は 30,000円（材料費・処分料自己負担）

ふれあいペンダント事業
【内　容】緊急時、身に着けたペンダントのボ
タンを押すことで、『安心安全見守りセンター』
が対応し、近所の協力員や消防署に連絡

【対　象】虚弱な高齢者
【利用料】利用料・設置料とも町が負担
※電話料は利用者負担

問町福祉支援課　☎ 055-272-1106 
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受付期間は毎月１日～１０日受付期間は毎月１日～１０日
（１０日が土日祝日の場合はその前日）（１０日が土日祝日の場合はその前日）

■農地転用申請の種類

農地法第３条
許可申請

利用権
設定

自分の農地を農地のまま

で売買や贈与をしたり、他

の人の農地を取得する場合

自分の農地への植

林、駐車場や宅地

などに転用する場合

自分の農地を賃貸借、使用貸借契約し、太陽光

発電施設などに転用する場合、また他の人の農地

を取得し駐車場や宅地などに転用する場合

自分の農地を

他の人へ耕作

依頼する場合

農地を取得する方は、経営面
積が三珠地区は３０㌃、六郷
と市川地区は２０㌃必要

農業者年金に加入しましょう
～農業者の方なら広く加入できます～
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農
業
委
員
会
だ
よ
り

農
業
委
員
会
だ
よ
り

農地法第４条
許可申請

農地法第５条
許可申請

市川三郷町農業委員会市川三郷町農業委員会 事務局 事務局
（町農林課内）☎ 055-240-4163（町農林課内）☎ 055-240-4163

農地の賃貸借料情報提供比較一覧表農地の賃貸借料情報提供比較一覧表 10a当たり10a当たり

農地の区分農地の区分 平均額平均額 最高額最高額 最低額最低額
田田 10,447 円10,447 円 15,408 円15,408 円 5,000 円5,000 円

普通畑普通畑 6,906 円6,906 円 12,602 円12,602 円 4,402 円4,402 円
樹園地樹園地 6,585 円6,585 円 17,513 円17,513 円 3,125 円3,125 円

モ　モモ　モ 6,585 円6,585 円 17,513 円17,513 円 3,125 円3,125 円
ブドウブドウ －    円－    円 －    円－    円 －    円－    円
キウイキウイ －    円－    円 －    円－    円 －    円－    円
その他その他 －    円－    円 －    円－    円 －    円－    円

【情報収集期間】令和３年１月～１２月【情報収集期間】令和３年１月～１２月

提出先提出先

令和令和４４年度年度
農業臨時賃金等標準額表農業臨時賃金等標準額表

10a当たり10a当たり

農作業名称 市川三郷町内

耕　　　運 9,500 円　

代　か　き代　か　き 9,500 円　

機械田植 10,000 円　
バインダー
（結束紐含む）

12,000 円　
ハーべスター

（脱穀）
11,000 円　

コンバイン
（乾燥運搬含）

33,000 円　
一般農作業

（１日・８時間）
8,500 円　

一般農作業
（１時間当たり）

850850 円円　　

農休日 ７月２日土、７月３日日

・�各作業に賄いはなし。・�各作業に賄いはなし。
・�本表は標準額です、相談のうえ作業の難易や圃場・�本表は標準額です、相談のうえ作業の難易や圃場
の条件などで金額を決定して下さい。の条件などで金額を決定して下さい。

無許可無許可でのでの農地転用農地転用はは違法行為違法行為ですです

地目変更手続地目変更手続きをきを
お忘れなく！お忘れなく！

　農地法の転用許可を得て、目的どお
り転用を完了しましたら、農業委員会
の証明を受け法務局で地目変更の登
記をしましょう。
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安
心
し
て
産
み
育
て
る
た
め
の
子
育

て
支
援
策
と
し
て
、
18
歳
以
下
の
子
ど

も
が
３
人
以
上
い
る
多
子
世
帯
に「
多
子

世
帯
子
育
て
応
援
金
」を
支
給
し
ま
す
。

　

申
請
書
類
は
「
子
育
て
祝
い
金
等
支

給
申
請
書
」
が
兼
ね
て
い
ま
す
の
で
、

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
支
給
額
】
第
３
子
が
小
学
校
へ
入
学
す

る
場
合
３
万
円
、
第
４
子
以
降
は
１
人

に
つ
き
５
万
円
を
子
育
て
祝
い
金
に
加

算
し
て
支
給
し
ま
す
。

多
子
世
帯
子
育
て
応
援
金

多
子
世
帯
子
育
て
応
援
金

PickUp PickUp
　

町
で
は
障
害
者
や
高
齢
者
を
対
象
に
、

タ
ク
シ
ー
の
初
乗
料
金
が
免
除
さ
れ
る

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す
。

　

対
象
者
で
、
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
を

希
望
さ
れ
る
方
は
次
の
と
お
り
申
請
し

て
下
さ
い
。

※
「
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
」「
自
動
車

税
や
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い

る
方
」
は
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
者
】
▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
２

級
所
持
者
▽
療
育
手
帳
の
障
害
程
度
が

Ａ
の
方
▽
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
所
持
者
▽
介
護
慰
労
金
受
給
者
に

介
護
さ
れ
て
い
る
方
の
う
ち
非
課
税
世

帯
の
方
▽
88
歳
以
上
の
方
▽
心
身
の
障

害
に
よ
り
一
人
で
の
外
出
が
で
き
な
い

高
齢
者
等
（
担
当
民
生
委
員
の
証
明
に

よ
り
町
が
判
定
し
交
付
し
ま
す
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
手
帳
所
持
者
は

次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
▽
身
体
障
害
者

手
帳
▽
療
育
手
帳
▽
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

【
交
付
枚
数
】
年
間
24
枚
（
１
カ
月
あ
た

り
２
枚
）

【
受
付
期
間
】
年
間
を
と
お
し
て
受
付

※
受
付
は
年
間
を
と
お
し
て
行
っ
て
い

ま
す
が
、
申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
の
枚

数
を
交
付
し
ま
す
。

【
申
請
場
所
】

▽
本
庁
舎
福
祉
支
援
課

▽
三
珠
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係

▽
六
郷
庁
舎
い
き
い
き
健
康
課

【
問
い
合
わ
せ
】
町
福
祉
支
援
課
福
祉
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
６

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す　

対
象
者
は
申
請
を
！

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す　

対
象
者
は
申
請
を
！

　

は
ん
こ
は
、
町
の
伝
統
地
場
産
業
で

す
。
町
で
は
、
は
ん
こ
を
深
く
理
解
し

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
事

業
者
か
ら
の
は
ん
こ
購
入
に
対
し
、
購

入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
】
▽
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
の

は
ん
こ
▽
町
内
に
法
人
登
記
の
あ
る
事

業
所
の
は
ん
こ

※
こ
の
他
に
も
対
象
の
条
件
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
助
成
額
】
購
入
費
の
１
／
２
と
し
、

１
万
円
を
上
限
と
す
る
。（
１
０
０
円
未

満
切
り
捨
て
）

※
は
ん
こ
の
ケ
ー
ス
代
は
、対
象
外
で
す
。

※
購
入
前
に
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

※
助
成
は
、
年
度
内
１
回
の
み
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
商
工
観
光
課
商
工
係

☎
０
５
５
（
２
４
０
）
４
１
５
７

町
内
事
業
者
か
ら
購
入
す
る
「
は
ん
こ
」
購
入
費
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す

町
内
事
業
者
か
ら
購
入
す
る
「
は
ん
こ
」
購
入
費
の
一
部
が
助
成
さ
れ
ま
す

　

町
で
は
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
を
対

象
に
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
し
出
し

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
お
子
さ
ん
１
人
に
対
し
１
回
限
り

■
貸
し
出
し
の
場
合

【
対
象
】
１
歳
未
満
児
の
保
護
者
ま
た
は
、

里
帰
り
な
ど
で
一
時
的
に
１
歳
未
満
児

と
同
居
す
る
祖
父
母
な
ど

【
費
用
負
担
】
な
し

【
貸
出
期
間
】
満
１
歳
の
誕
生
日
ま
で

【
注
意
点
】
▽
出
生
前
に
申
請
で
き
、
出

産
予
定
日
か
ら
貸
し
出
し
が
で
き
ま
す
。

申
請
時
に
は
、
母
子
手
帳
・
は
ん
こ
を

お
持
ち
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】
町
防
災
課
防
災
防
犯
係

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
７
５

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
し
出
し

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
貸
し
出
し

　

子
ど
も
の
誕
生
を
祝
福
す
る
と
と
も

に
、
子
育
て
の
支
援
、
次
世
代
を
担
う

子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
育
成
を
願
い「
子

育
て
祝
い
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　

次
の
要
件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】
今
年
４
月
に
小
学
校
に

入
学
す
る
児
童
で
、
小
学
校
入
学
時
に

市
川
三
郷
町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
児

童
の
保
護
者

【
申
請
書
】
入
学
式
の
際
、
学
校
に
て
配

布
し
ま
す
。
な
お
、
町
外
の
小
学
校
へ

入
学
さ
れ
る
方
に
は
郵
送
し
ま
す
。

【
支
給
額
】
入
学
す
る
児
童
１
人
に
つ
き

２
万
円

【
申
請
期
限
】
４
月
15
日
㈮

※
申
請
書
が
全
員
分
揃
っ
て
か
ら
支
払

い
ま
す
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
申
請
し

て
下
さ
い
。

【
申
請
場
所
】
▽
六
郷
庁
舎
い
き
い
き
健

康
課
▽
本
庁
舎
福
祉
支
援
課
▽
三
珠
支

所
住
民
サ
ー
ビ
ス
係

【
申
請
書
類
】
子
育
て
祝
い
金
等
支
給
申

請
書

小
学
校
へ
の
新
入
生
の
い
る
世
帯
に
子
育
て
祝
い
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

小
学
校
へ
の
新
入
生
の
い
る
世
帯
に
子
育
て
祝
い
金
が
支
給
さ
れ
ま
す【問い合わせ】町いきいき健康課

子育て支援係☎ 0556-32-2114

子育て祝い金 多子世帯
子育て応援金 合　計

　第１子 ２万円 － ２万円

　第２子 ２万円 － ２万円

　第３子 ２万円 ３万円 ５万円

　第４子以降 ２万円 ５万円 ７万円
（１人につき）

　

令
和
３
年
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数

（
対
前
年
比
△
０
・
２
％
）
が
公
表
さ
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
結
果
、
令
和
４
年
度
の
児
童
扶
養

手
当
額
に
つ
い
て
は
、
０
・
２
％
の
引
き
下

げ
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
第
１
子
同
様
に
第
２
子
及
び
第

３
子
以
降
の
加
算
額
に
も
物
価
ス
ラ
イ
ド

を
適
用
し
、
０
・
２
％
の
引
き
下
げ
と
な

り
ま
す
。

【
手
当
額
】

　
４
３
，０
７
０
円         

（
全
部
支
給
・
月
額
）

昨
年
度
ま
で
は
４
３
，１
６
０
円

　
４
３
，０
６
０
円
～
１
０
，１
６
０
円

（
一
部
支
給
・
月
額
）

昨
年
度
ま
で
は
４
３
，１
５
０
円
～
１
０
，１
８
０
円

児
童
扶
養
手
当
額
が
変
わ
り
ま
す

児
童
扶
養
手
当
額
が
変
わ
り
ま
す　
～ 

令
和
４
年
４
月
分
か
ら 

～

現在お使いの受給者証は、保険証との記載事項が現在お使いの受給者証は、保険証との記載事項が
一致していますか？一致していますか？

　保険証や、住所、氏名などの変更があった場合、受給者証の変更の手続きが
必要です。記載内容が違っていると、医療機関の窓口で無料にならない場合が
あります。役場から手続きの通知はしませんので、変更があった場合は忘れず
に手続きをお願いします。

子育て支援医療費・ひとり親家庭医療費の子育て支援医療費・ひとり親家庭医療費の
受給者証をお持ちの皆さまへ受給者証をお持ちの皆さまへ
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